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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使

っ
て
、
カ
ー
ド
所
有
者
本
人
分

の
税
の
証
明
書
が
全
国
の
コ
ン

ビ
ニ
等
で
取
得
で
き
ま
す
。

　

マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
を
使
っ

て
、
案
内
画
面
に
表
示
さ
れ
る

「
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
の
メ
ニ
ュ

ー
を
選
択
し
、
手
順
に
従
っ
て

操
作
し
て
く
だ
さ
い
。

※
利
用
で
き
る
店
舗
や
利
用
方

法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
カ

ー
ド
受
領
時
に
設
定
し
た
４
桁

の
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
。

■
取
得
で
き
る
証
明
書

　

最
新
年
度
の
所
得
証
明
書
、

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

※
令
和
６
年
度
の
証
明
書
は
６

月
３
日
（
月
）
か
ら
取
得
可
。

コ
ン
ビ
ニ
で
税
の
証
明
が
取
得
で
き
ま
す

※
確
定
申
告
等
に
よ
り
所
得
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
証
明

書
へ
の
反
映
に
時
間
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
証
明
年
度
の
１
月
１
日
時
点

と
証
明
書
発
行
時
点
で
八
幡
市

に
住
民
登
録
が
な
い
場
合
、
証

明
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
間

　

午
前
６
時
30
分
〜
午
後
11
時

（
土
・
日
・
祝
日
含
む
）

※
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
利

用
不
可
。

※
５
月
30
日
（
木
）
〜
６
月
２

日
（
日
）
は
、
税
の
証
明
書
の

発
行
不
可
。

■
交
付
手
数
料

　

１
通
２
０
０
円
（
市
役
所
窓

口
で
の
交
付
は
１
通
３
０
０

円
）

　

個
人
市
・
府
民
税
は
、
前

年
の
所
得
に
基
づ
き
課
税
を

す
る
た
め
、
失
業
な
ど
で
所

得
が
無
く
な
っ
た
場
合
も
課

税
さ
れ
ま
す
が
、
次
の
要
件

に
該
当
し
、
徴
収
猶
予
や
納

期
限
の
延
長
な
ど
に
よ
っ
て

も
支
払
い
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
申

請
に
よ
り
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

※
申
請
書
の
内
容
の
審
査
・

調
査
等
の
結
果
、
申
請
の
理

由
が
相
当
な
も
の
で
あ
り
、

市
長
が
認
め
る
場
合
に
減
免

が
決
定
さ
れ
ま
す
。

❶
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ

る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る

場
合

❷
失
業
な
ど
で
所
得
が
無
く

な
り
、
生
活
が
著
し
く
困
難

と
な
っ
た
場
合
（
退
職
の
場

合
は
、
表
の
離
職
理
由
に
該

当
す
る
場
合
の
み
）

❸
学
生
お
よ
び
生
徒
（
前
年

の
合
計
所
得
金
額
が
75
万
円

以
下
）

❹
災
害
に
よ
り
大
き
な
損
害

を
受
け
た
場
合
（
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
１
千
万
円
以

下
）

❺
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合

※
前
年
の
所
得
が
基
準
額
を

超
え
る
場
合
や
、
家
族
に
一

定
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
不
明
な
点
や
森
林
環
境
税

に
つ
い
て
は
、
税
務
課
市
民

税
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
各
納
期
限
ま
で
に
申
請
を

　

減
免
を
受
け
る
場
合
は
、

各
納
期
限
ま
で
に
納
税
通
知

書
や
前
述
の
❶
〜
❺
の
い
ず

れ
か
の
事
由
を
証
明
す
る
書

類
を
持
っ
て
税
務
課
市
民
税

係
へ
。

※
納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

　

次
の
❶
〜
❸
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
、
申
請
に

よ
り
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

❶
障
が
い
の
あ
る
人
が
車
を

所
有
し
、
自
分
で
運
転
す
る

場
合

❷
障
が
い
の
あ
る
人
が
18
歳

未
満
、
ま
た
は
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
・
２
級
、
療
育
手

帳
Ａ
、
精
神
障
害
者
福
祉
手

帳
１
級
を
所
持
す
る
な
ど
の

場
合
は
、
同
一
生
計
者
が
車

を
所
有
し
、
も
っ
ぱ
ら
障
が

い
の
あ
る
人
の
た
め
に
運
転

す
る
場
合

❸
身
体
障
が
い
者
な
ど
の
み

で
構
成
さ
れ
る
世
帯
が
所
有

す
る
車
を
、
介
護
者
が
常
時

運
転
す
る
場
合

※
車
の
所
有
者
や
障
が
い
の

種
類
・
等
級
ご
と
に
条
件
が

異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

右
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

込
み
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
申
請
方
法

　

７
月
１
日
（
月
）
ま
で
に

令
和
６
年
度
の
納
税
通
知
書

と
運
転
免
許
証
、
自
動
車
検

査
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
等

を
持
っ
て
税
務
課
市
民
税
係

へ
。

※
年
度
途
中
の
減
免
や
、
自

動
車
税
（
普
通
自
動
車
）
と

の
同
時
減
免
は
で
き
ま
せ
ん
。

個
人
市
・
府
民
税
申
請
に
よ
り
減
免

減
免
申
請
は
７
月
１
日（
月
）ま
で

障
が
い
の
あ
る
人
の
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

問
税
務
課
市
民
税
係
（
☎
９
８
３
・
２
１
６
４
）

離職理由
コード 離職理由
11 解雇（離職理由コード50の重責解雇を除く）
12 天災その他の理由により事業の継続が不可能になったこと

による解雇

21 雇止めによる退職（雇用期間３年以上、契約更新１回以上、
雇止め通知ありの場合）

22 雇止めによる退職（雇用期間３年未満、更新明示ありの場合）
※上記は「雇用保険受給資格者証」に基づくものです。

■市税・国民健康保険料の納期
固定資産税、都市計画税 ５月・７月・９月・11月
市・府民税（普通徴収） ６月・８月・10月・12月
軽自動車税（種別割） ６月
国民健康保険料 ６月～翌年３月の各月

※納期月の末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が
納期限となります。

問税務課市民税係
　（☎983‒1113）

市税・国民健康保険料は納期内に納付を

問市税に関すること＝税務課市民税係（☎983‒2481）、
　国民健康保険料に関すること＝国保医療課国保年金係（☎983‒2962）

　市税・国民健康保険料は、市民
の暮らしやまちづくり等、生活に
欠かせない事業やサービスを提供
する貴重な財源です。納期内の納
付をお願いします。

納付方法

　口座振替を希望される場合は、
引き落としを希望される月の前月
15日までに口座振替依頼書を市税
等取扱金融機関（金融機関には同
依頼書がない場合あり）や担当課
へ提出してください。ゆうちょ銀
行を希望される場合は、直接ゆう
ちょ銀行へお申し込みください。
また、同依頼書の郵送を希望され
る場合は、担当課へご相談くださ
い。

①口座振替

　市役所や銀行・信用金庫、農業
協同組合、郵便局、コンビニで納
付いただけます。
※取扱金融機関やコンビニは納付
書の裏面をご確認ください。

③納付書

②スマートフォン決済アプリ
　次の対象アプリをインストールしたスマートフォンを用意し
て、納付書のバーコードを読み取り、納付してください。
対象アプリ ▼ＰａｙＰａｙ　 ▼ＬＩＮＥ　Ｐａｙ
　　　　　　 ▼ａｕ　ＰＡＹ　 ▼ｄ払い
※利用方法等の詳細は、右記のＱＲコードを読み
込み、ご確認ください。

納期限が過ぎた場合は
京都地方税機構へ移管

　納期限までに納付がない場合
は督促状（督促手数料100円を
加算）を送付し、京都府と京都
市を除く府内25市町村で組織す
る広域連合「京都地方税機構」

に徴収事務を移管します。

■納付が困難なときは

　災害や病気・けが、失業等に
より、納期限までに納付が困難

な場合は、各納税通知書が届い
てから第１期納期限（市・府民
税や軽自動車税、国民健康保険
料は７月１日〈月〉）までに担
当課へご相談ください。
※内容により、京都地方税機構
で相談いただく場合がありま
す。

や
、
納
付
済
の
場
合
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

④地方税お支払サイト
　次の対象税目のみ、納付書に印刷された地方税統一ＱＲコー
ド(ｅＬ‒ＱＲ)を利用することで、全国のｅＬ‒ＱＲ対応金融機
関で納付することができます。
対象税目 ▼市民税・府民税（普通徴収）
　　　　　 ▼固定資産税・都市計画税
　　　　　 ▼軽自動車税（種別割）
　詳しくは市ホームページ（右記ＱＲコードから
アクセス可）をご覧ください。


